
2025年11月1日

付則 付則

26 この約款は、2025年11月1日より施行します。

①ひまわりネットワーク株式会社　放送サービス契約約款（三河湾ネットワーク株式会社の業務エリア内[スマイル光/三河湾ひかり/同軸(HFC)サービス]での業務約款）

＜追加＞

現行 改正

第6章　料金等

（利用料金）

第29条 2 放送法に基づくNHKの放送受信料は加入契約料金及び基本利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途NHKと
受信契約を結び、放送受信料を支払わなければなりません。

第6章　料金等

（利用料金）

第29条 2 放送法に基づくNHKの受信料は加入契約料金及び基本利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途NHKと受
信契約を結び、受信料を支払わなければなりません。
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